
五所川原市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業について 

 

 

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつく可能性が高い講座を受講した場合に、講座終了後に

その受講料の一部を支給します。 

 

対象になる方 

　五所川原市に住所を有する方で、下記すべてに該当する場合に支給の対象となります。 

　●母子家庭の母又は父子家庭の父であって、２０歳未満の児童を扶養している方 

　●児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準にある方 

　●過去に教育訓練給付金を受給したことのない方 

　●教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 

 

支給の対象となる講座 

　支給の対象となる講座は、雇用保険法の教育訓練給付の指定教育訓練講座です。 

（ただし、その講座を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合に限ります。） 

 

支給額 

※受講修了後に支給します。 

　※60％相当額または 85％相当額が 12 千円を超えない場合は支給されません。 

　※雇用保険制度の教育訓練給付金（一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓

練給付金）の支給を受けることができる方はその差額を支給します。 

　※給付対象講座に要した経費とは･････ 

　　　入学料（教育訓練施設に納付する入学金または登録料）、受講料（受講費、教科書代及び教材費）、

及びその消費税。 

　　　（希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。） 

 

申請手続き（詳細は裏面をご覧ください） 

　講座受講前に事前相談が必要です。 

　事前相談後、「受講対象講座指定申請書」により五所川原市から講座の指定を受け、受講修了後、　 

「自立支援教育訓練給付金支給申請書」により支給申請し、審査の後支給となります。 

 

 一般（特定一般を含む）教育訓練対象講座 給付対象講座に要した経費の 60％相当額（上限 20 万円）

 

専門実践教育訓練対象講座

給付対象講座に要した経費の 60％相当額と講座の修業

年数に 40 万円を乗じた額のいずれか少ない額 

（上限 160 万円）

 給付対象講座に要した経費の 85％相当額と講座の修業

年数に 60 万円を乗じた額のいずれか少ない額 

（上限 240 万円） 
※給付対象講座の受講修了後、１年以内に資格を取得し、

就職した場合。（受講修了時点で就職している場合を含

む。）



自立支援教育訓練給付金申請から給付まで 

 

●講座受講前に 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●対象講座受講修了後３０日以内に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談

受講対象講座指定申請書（様式第１号）

受講対象講座指定通知書（様式第３号） 

指定　　可　・　否
受講対象講座指定通知書（様式第３号） 

指定　　可　・　否

訓練給付金支給申請書（様式第４号）

訓練給付金支給決定通知書（様式第５号） 訓練給付金不支給決定通知書（様式第５号）

希望する金融機関へ口座振込により支給 支給対象外

講座の受講開始 支給対象外

添付書類 

・申請者及び児童の戸籍謄本 

・世帯員全員の住民票謄本 

・児童扶養手当証書または所得課税証明書 

・受講対象講座指定通知書（様式第 3 号） 

・対象講座の修了証明書 

・教育訓練経費として支払った領収書またはクレジット契約証明書 

・公共職業安定所から発行される教育訓練給付金支給決定通知書（雇用

保険制度の教育訓練給付金が支給されている方） 

・申請者名義の通帳 

（公簿での確認に同意されれば省略可能なものもあります）

添付書類 

・申請者及び児童の戸籍謄本 

・世帯員全員の住民票謄本 

・児童扶養手当証書または所得課税証明書 

・公共職業安定所から発行される教育訓練給付金支給要件回答書 

・受講予定講座の入学料、受講料の分かるパンフレットなど 

（公簿での確認に同意されれば省略可能なものもあります）



※対象講座受講修了後、受講修了の翌日から起算して１年以内に資格を取得し、就職等をし

た場合。 

 

●就職等をした日から３０日以内に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※教育訓練給付金の支給後であっても、偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、既に支給し

た訓練給付金を返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

その他ご不明な点は下記までお問い合わせください 

〒037-8686　五所川原市字布屋町４１番地１　　電話　0173-35-2111（代表） 

　　　　　　　　　　　　　五所川原市　福祉部　子育て支援課　手当医療係　内線 2482 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金木総合支所　総合窓口係　　　　　内線 3134 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市浦総合支所　総合窓口係　　　　　内線 4066 

 

訓練給付金支給申請書（追加支給用）（様式第６号）

訓練給付金支給決定通知書（追加支給用）（様式第７号） 訓練給付金不支給決定通知書（追加支給用）（様式第７号）

希望する金融機関へ口座振込により支給 支給対象外

添付書類 

・申請者及び児童の戸籍謄本 

・世帯員全員の住民票謄本 

・児童扶養手当証書または所得課税証明書 

・受講対象講座指定通知書（様式第 3 号） 

・対象講座の修了証明書 

・教育訓練経費として支払った領収書またはクレジット契約証明書 

・公共職業安定所から発行される教育訓練給付金支給決定通知書 

（雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている方） 

・申請者名義の通帳 

・資格を取得したことがわかる証明書 

（公簿での確認に同意されれば省略可能なものもあります）


